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お
知
ら
せ

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
の
み
な
さ
ん

か
ら
人
権
相
談
を
受
け
、
問
題
解
決
の
お

手
伝
い
を
し
た
り
、
法
務
局
の
職
員
と
協

力
し
て
、
人
権
侵
害
か
ら
被
害
者
を
救
済

し
た
り
す
る
活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

す
。
相
談
は
無
料
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

■
ど
ん
な
相
談
に
の
っ
て
く
れ
る
の
？

　

�

セ
ク
ハ
ラ
や
パ
ワ
ハ
ラ
、家
庭
内
暴
力
、

い
じ
め
、
ネ
ッ
ト
で
の
誹
謗
中
傷
な
ど

■ 

相
談
日　

毎
月
１
回
（
市
報
（
今
月
号

は
27
ペ
ー
ジ
）
と
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
）

■
時　

間　

10
時
か
ら
15
時
ま
で

■
場　

所　

市
役
所
４
階　

大
会
議
室
東

　

（
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

■
人
権
擁
護
委
員

　

碇い
か
り　
　

栄え
い

子こ

（
東
多
久
町
）

　

日ひ

種だ
ね　

孝こ
う

次じ

（
南
多
久
町
）

　

尾お

形が
た　

邦く
に

彦ひ
こ

（
多
久
町
）

　

諸も
ろ

江え　

啓け
い

二じ

（
西
多
久
町
）

　

小お

野の　
　

茂し
げ
る

（
北
多
久
町
）

　

中な
か

山や
ま　
　

章あ
き
ら

（
北
多
久
町
）

�　

�　

相
談
日
以
外
で
も
人
権
・
同
和
対
策

課
で
は
、
人
権
に
関
す
る
相
談
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
（
平
日
8
時
30
分
か
ら

17
時
15
分
ま
で
）。

　

小
城
市
と
の
新
た
な
公
立
病
院
に
関
す

る
事
務
を
「
多
久
小
城
医
療
組
合
」
に
移

管
し
た
こ
と
に
と
も
な
い
「
新
公
立
病
院

整
備
課
」
を
廃
止
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
新
公
立
病
院
整
備
課
の
事

務
室
（
多
久
市
役
所
２
階
）
が
多
久
小
城

医
療
組
合
の
事
務
室
と
な
り
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
先
は
新
公
立
病
院
整
備
課

の
番
号
（
☎
20

−

0
3
6
2
）
か
ら
変
わ

り
ま
せ
ん
。

　後期高齢者医療保険料率は、医療給付費の支出などの動向を踏まえて 2年に 1度見直しを行っており、令和 4年度は
改定の年度となっています。
　後期高齢者医療制度に加入している人（以下「被保険者」）への医療給付費は、みなさんが納める後期高齢者医療保
険料（約 1割）のほか、若い世代が負担する後期高齢者支援金（約 4割）や公費（約 5割）でまかなわれています。
　被保険者を支える若い世代の割合が減少したため、保険料率を引き上げることになりました。

　なお、この改定に伴い、所得の低い人および被扶養者であった人への均等割軽減措置における軽減後均等割
額も変更となります。
　【 7割軽減後：16,200円、 5割軽減後：27,000円、 2割軽減後：43,200円】

人
権
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

４
月
１
日
か
ら
市
役
所
の
組
織
の

一
部
が
変
わ
り
ま
す

問 

人
権
・
同
和
対
策
課　
☎
75

−

4
8
2
4

問 

総
合
政
策
課 

企
画
係　
☎
75

−

2
2
1
7

後期高齢者医療保険料率改定のお知らせ
問 佐賀県後期高齢者医療広域連合 資格賦課係　☎64−8476 ／ 市民生活課 保険年金係　☎75−2159

■ 後期高齢者医療保険料率を次のとおり変更します

令和 ２ ・ ３ 年度

令和 4 ・ ５ 年度

※令和 4・ 5年度の賦課限度額は66万円になります（令和 2・ 3年度は64万円）

１ 人当たり

１人当たり


